
安全な登下校
「入学のしおり」ｐ６．７



登下校のきまり
（１）通学路を覚えて、決まった道を登下校する。

登校時と下校時は、同じ道を通らせてください。

ご家庭で通学路を確認してください。

（本冊子最終ページ参照）

※毎年迷子がたくさん出ます。一人で下校

できるように通学路を確認し、何度も練習して

おいてください。



集団下校

入学後２～３週間は、
方面別に集団下校

（担任は、途中まで送ります）
※学童（すくすく学童、民間学童）
登録児童は、親子で毎日確認し、担
任へ連絡をお願いします。



方面別リボンの配布

配布日：入学式の前日（４月５日）

※すくすく学童登録→白
民間学童登録→緑
もお取りください。



安全のきまりを覚える

・寄り道をしない。
一度家に帰ってから、遊びに行く。

※毎年、家に帰る前に寄り道をしてし
まう児童がいます。



その他

防犯ブザー（区より入学式にて、支給）を
ランドセルにつけます。

・使い方の確認（鳴らし方・止め方）

・自分の安全を守れるように



安全な登下校

☆学校とご家庭で、子どもたちの安全を

指導しています。お子さんと一緒に出か

ける際など、ご家庭でも交通安全につい

て話し合う機会を持っていただけたらと

思います。



登校時使用する門について



保健について

入学説明会 令和６年 １月１８日



１ 入学を前に

学校生活で管理が必要な病気がある

・入学後「保健資料」に記入する。
・本日の会終了後にお知らせください。

心臓病、腎臓病、てんかん、喘息、
食物アレルギー など



入学後に配布する「保健資料」



２ 登校前に健康観察を

毎朝

※いつもと様子が違う場合、
無理をさせず、休ませてください。

・健康観察
・検温（いつもと様子が違う場合）



３ 保健室について

・当日のけが
・病気の応急的な手当て
※下校後や翌日はご家庭で様子を見て
ください。



４ 早退・受診する時

①病気で教室復帰が困難な場合

※児童だけで下校することはできません。

お迎え



４ 早退・受診する時

②けがで、病院受診が必要な場合

・お迎え
・指定の病院に来院

※保護者同伴でない場合、診てもらえないことがあります。



４ 早退・受診する時

※緊急連絡先の変更があった場合は、
すみやかに担任へお知らせください。

いつでも連絡がとれるように！



５ 日本スポーツ振興センターの制度について

学校の管理下でけが等をした時に、
医療費を給付する制度

※医療機関で治療を受けた場合は、
担任にお知らせください。



５ 日本スポーツ振興センターの制度について

・原則「子ども医療証」は使用できない

・すくすくや学童等は対象外



６ 学校感染症について

出席停止になる。

※登校の際は、
「証明書」を担任に提出してください。

本校ＨＰからダウンロード可能



６ 学校感染症について

インフルエンザ インフルエンザ以外

医師が記入保護者が記入

医師が記入



６ 学校感染症について

新型コロナウイルス感染症
（本人が陽性の場合）

※「証明書」の提出は不要。
発症翌日から５日間、症状軽快１日経過

出席停止



７ 健康診断について

・４月～６月に定期健康診断を実施
・治療が必要な場合

「結果のお知らせ」を発行



７ 健康診断について

検診ごとに「結果のお知らせ」の色が違う。

※治療後、医師が記入した「治療報告書」を
担任に提出してください。



お願い

☆管理が必要な病気がある場合

※食物アレルギーのある方は必ず

会終了後に、受付前に集合


